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団体交渉の成果あり！！

就業規則改正説明会より

非常勤職員の休暇制度が変わりますよ。

子の看護等休暇

〇 小学校3年生までの子も対象に！

〇学級閉鎖や卒園式・入学式への参加でも取得可能に！

病気休暇も有給に

昨年末の団交で要望してきた事項です。

また、人勧の引き上げ分は

3月17日の給与支払い日に4月からの遡及分が支給されます

労働組合って？？
「労働組合」と聞くと

時代遅れとか意味がないと

思っていませんか？



2月20日（木）9：30より、就業規則改正説明会

と連絡会が開催されましたた。

法人側：高倉人事課長、谷川人事課補佐、岩城

労務管理室長、他

過半数代表側：島田過半数代表、野田補佐人

組合側：大野副委員長

① 育児・介護休業法の改正による子の介護休

暇の範囲が拡大されます。

〇 子の介護休暇の対象となる子の範囲が小学
校3年生終了まで。子の学校行事や、感染症に伴

う学級閉鎖等、入園（入学）式・卒園式も対象

に！！

② 非常勤職員の病気休暇が有給に！！ 長年、

組合が要望してきた休暇です（契約職員の病気
休暇の単位は1日、1時間又は1分とする。パート

職員は勤務日数により区分分けされています）。

③ 附属幼稚園に勤務する変形労働制を適用す

る職員の労働時間に関する細則

ほかに、旅費規則の改正や人事院勧告に係る諸
規則の説明がありました。
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職場の環境を良くしませんか。
みなさんの「声」がたくさん集まると、労働条件等を改善する
大きな力になります。ぜひ、教職員組合にご加入ください。

労金からのお知らせ

労金のカードは

ATM手数料が

0円


